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１．特別徴収制度とは
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（１） 新潟県での取り組み

新潟県と県内市町村では、対象となる事業所等に対し、法令に

基づいた個人住民税の特別徴収（給与天引き）を実施していただ

くよう取り組んでいます。

Ｑ．これまでは特別徴収と普通徴収（個人納付）が選べていましたが、制度が変わ

るのですか？

Ａ．法令改正等があったわけではありません。

所得税の源泉徴収義務のある事業所等は、従業員等の個人住民税も特別徴収をすることが地
方税法第３２１条の４及び各市町村の条例の規定により義務付けられています。

※根拠法令（地方税法第３２１条の４抜粋）

市町村は、個人の市町村民税を徴収する場合においては、給与の支払をする際所得税を
徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させなければならない。 ２

１．特別徴収制度とは



１．特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収とは、特別徴収義務者（事業所等）が従業員等に毎月支払う給与

から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入する制度です。

（２） 特別徴収と普通徴収
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Ｑ．所得税の源泉徴収事務とはどう違うの？

Ａ．所得税の源泉徴収のように、月ごとの支払額に合わせ
て天引きする額を計算する必要がありません。
個人住民税は、前年の所得により計算されるため、給与の支払額による変動がなく、
市町村から送られてくる税額通知書に書かれている税額をそのまま給与から天引き
していただくことになります。
また、ボーナスなどの臨時の支払い時には、天引きいただく必要がありません。

天引きする金額は、
市町村が計算してお
知らせしてくれるんだ
ね！

特別徴収に関するＱ＆Ａ

１．特別徴収制度とは
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（３） 特別徴収の対象者

以下の条件に該当する人は給与天引きをしなければなりません。

→前年中に給与収入があった人

→当該年度の４月１日現在、給与の支払を受けている人

※根拠法令（地方税法第３２１条の３抜粋）

市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日

において給与の支払を受けている者である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人

の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

１．特別徴収制度とは
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（４） 特別徴収に該当しない人

・他の事業所で特別徴収が行われている人

・給与の支払が不定期の人

・個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者

・退職者及び退職予定者（５月末日まで）

Ｑ．パートやアルバイトの従業員であっても特別徴収しなくてはいけないのですか？

Ａ．パートやアルバイトであっても毎月継続してお勤めされている場合は、特別徴収を

しなくてはいけません。

６

１．特別徴収制度とは

（※事業主の希望により、特別徴収の方法により納入することもできます。）



２．特別徴収事務の流れ
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２．特別徴収事務の流れ

対象年 課税年度 月 業務内容 対応ページ

令和Ｘ年

令和Ｘ年度

１１月
各市町村から総括表が届く P.９～P.１０

１２月

令和Ｘ+１年 １月 給与支払報告書を各市町村へ提出 P.１１～P.１２

２月

異動があった従業員等について各市町村へ報告 P.１３
３月

４月

５月 （中旬）
各市町村から特別徴収の税額通知書が届く

P.１４～P.１７

令和Ｘ+１
年度 ６月

給与天引き開始
天引きした税額は翌月１０日までに納入

P.１８～P.２２

随 時 異動があった従業員等について各市町村へ報告 P.２４～P.３０

※個人住民税の特別徴収の徴収期間は６月から翌年５月までの１２ヶ月を１年として区切られます。

特別徴収事務月別一覧表

８



各市町村から、給与支払報告書を提出する時に使用する

「総括表」と「仕切紙」が送られてきます。

（１） 総括表の送付 【１１月から１２月】

９

２．特別徴収事務の流れ

※市町村により様式は異なります。

1234567

徴収区分ごとの人数内訳を記
入してください。
普通徴収の対象者がいる場合

は、仕切紙（次ページ参照）に理
由を記入し、対象者の前に挿入し
て提出してください。

30

株式会社 長岡アオ－レ

ナガオカアオーレ

平成30年度給与支払報告書（総括表）
・支払者が個人事業主の場合は、
事業主本人のマイナンバー12桁

（※左端を空欄にし、右詰で記載
してください。）

・支払者が法人の場合は、法人番
号13桁



仕切紙とは？

普通徴収者分を特定するための新潟県指定の用紙です。

該当者がいる場合は、理由ごとの人数を記入の上、必ず普通徴収者分

の給与支払報告書（個人別明細書）の前に挿入して提出してください。

※会社独自の仕切紙、摘要欄などへの普通徴収希望
の記載のみでは普通徴収とすることはできません。
必ず左の仕切紙を使用してください。
仕切紙は長岡市のホームページからも、ダウンロー

ドすることができます。

普通徴収の理由

を選択しないといけ
ないんだね。

２．特別徴収事務の流れ

１０※市町村により様式は異なります。



（２） 給与支払報告書の提出 【１月】

昨年中に支払った給与について、給与支払報告書を作成し、

１月３１日までに各市町村に提出してください。

これを提出する

時に、総括表を表
紙に使うんだね。

２．特別徴収事務の流れ

１１



給与支払報告書の提出Q＆A

Ｑ．給与支払報告書を提出する際にeLTAX を利用しているのですが、

仕切紙を提出する必要がありますか？

Ａ．仕切紙を提出する必要はありません。

eLTAXの場合、前述の「特別徴収に該当しない人」（P．６）の各項目に該当する

従業員は、給与支払報告書の「普通徴収」欄にチェックを入れて提出してください。

「普通徴収欄にチェックが入っている」又は「退職日・乙欄に入力がある」従業

員は、原則として普通徴収者として手続きされます。

２．特別徴収事務の流れ

※

※eLTAX・・・地方税ポータルシステムの呼称。地方税における手続き
（給与支払報告書や各種異動届出書の提出など）を、インタ
ーネットを利用して電子的に行うシステム。

１２



（３） 異動届出書等の提出 【２月から５月】

給与支払報告書を提出した者に下記の異動があった場合は、

速やかに異動届出書もしくは切替申請書を提出してください。
（特別徴収を開始する前であっても、異動があった時点で提出をお願いします。）

・退職した

・転勤 した

・新しく勤めた

１３

異動届出書 を提出してください。

２．特別徴収事務の流れ

（P．２６～２８）

切替申請書 を提出してください。

（P．２９）

※

※転勤・・・特別徴収義務者（事業所等）が変わること。
（社内転勤等での提出は不要）



（４） 税額通知書の送付 【５月中旬】

各市町村から２種類の税額通知書が特別徴収義務者（事業所等）

宛てに送られてきます。

１．特別徴収義務者用（P.１５）
給与から毎月天引きしていただく各従業員の税額と、特別徴収義務者（事業所

等）ごとの納入総額が記載されています。

特別徴収義務者用は事業所等で保管し、毎月の徴収事務を行っていただきます。

２．納税義務者用（P.１６）
各従業員の税額の算出根拠（収入・控除内容）が記載されています。

当市については、個人情報保護の観点から圧着しておりますので、５月末日まで

開封せずに各従業員に配布してください。

２．特別徴収事務の流れ

１４



２．特別徴収事務の流れ

税額通知書（特別徴収義務者用）の見方

１５

特別徴収義務者（事業所等）がまとめて納入する各月分の税額
が記載されています。

各従業員の各月の給与天引き額が記載されています。
６月分であれば、６月に支払われる給与から天引きしてください。

※市町村により様式は異なります。

30

30



税額通知書（納税義務者用）の見方

２．特別徴収事務の流れ

各月の給与から徴収される税額が記載されています。

税額の算出根拠となった収入と控除の内容が記載されています。

※市町村により様式は異なります。

※特別徴収される従業員等のこと。
（税額が発生しない従業員等も含む。）

※

１６

30

30



税額通知書Q＆A

Q．送られてきた税額通知書に退職した従業員の名前が載っています。

どのような手続きをしたらいいですか？

A．異動届出書をすぐに提出してください。

給与支払報告書提出後に生じた異動について、異動届（P．２６～参照）を市町村

に提出していないと、事業所等宛てに通知が届いてしまいます。

手続きが終わりましたら、市町村が税額を再計算し、特別徴収税額変更通知書

を送付いたします。

年税額が０円の人であっても、

退職等をしている場合には異動
届出書の提出が必要です。

２．特別徴収事務の流れ

１７



（５） 給与天引きと納入 【６月】

２．特別徴収事務の流れ

※市町村により様式は異なります。

この欄に記載の金額を納入します。

６月中に支払う給与から、６月分の税額を天引きし、翌月
１０日（７月１０日）までに金融機関で納めていただきます。

１８

630

30

6

7 107 10 7 10

1234567 1234567 0 1 2 3 4 5 6 700０

４３０

４３０

30

９９

30

30

３

30

株式会社 長岡アオーレ 様 株式会社 長岡アオーレ 様 株式会社 長岡アオーレ 様

000001234567



（６） 通知した税額に変更が生じた場合

納税義務者（従業員等）の期限後申告や給与支払報告書の訂正、

所得・控除内容の調査結果により通知済みの特別徴収税額に変更

が生じる場合があります。

市町村から「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、通

知された変更月から徴収金額を変更してください。

１９

２．特別徴収事務の流れ

納入書は税額に変更があった場合でも
再送付されないので、変更通知書を見て正
しい金額に修正して使用してください。
（長岡市への納入の際は、長岡市の納入書
裏面の記載例を参考にしてください。）



納入に関するQ＆A

Ｑ．毎月、金融機関に納入に行くのが大変なのですが、何かいい方

法はありませんか？

Ａ．従業員等が常時１０人未満である事業所等は納期の特例という

制度を利用することで、納入する回数を年２回にすることができま

す。
納期の特例を利

用するためには申
請が必要です。
詳しくは各市町

村にお問い合わせ
ください。

２．特別徴収事務の流れ

納期の特例

・６月から１１月までの各月の給与から天引きした税額
→１１月分でまとめて納入（納期限１２月１０日）

・１２月から翌年５月までの各月の給与から天引きした税額
→５月分でまとめて納入（納期限６月１０日）

２０



納入に関するQ＆A

Ｑ．納入を忘れた場合はどうなりますか？

Ａ．納期限後２０日以内に督促状が発送されます。

また、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されますので、

忘れずに納入をしてください。

滞納している金額があると、

従業員が納税証明書を取
得できなくなりますので、
忘れずに納めましょう。

２．特別徴収事務の流れ

２１



納入に関するQ＆A

Ｑ．督促状を無視し続けるとどうなりますか？

Ａ．特別徴収義務者（事業所等）の滞納税額（延滞金含む）に対する

滞納処分が行われます。

また、悪質と認められる場合には、脱税の罪に問われる場合が

あります。

※根拠法令（地方税法第３２４条第３項抜粋）

個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、十年以下

の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

２．特別徴収事務の流れ

２２



３．随時の手続き

２３



（１） 年の途中で退職や休職、転勤等をした人が出た際の手続き

異動届出書 を異動日の翌月１０日までに提出してください。

３．随時の手続き

異動届出書の提出が遅れると、退職者、休職者等の税額が特別徴収義務者（事業所等）

の滞納額となります。また、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れると、退職者、休職
者は一度にまとめて個人住民税を納付することになりますので、必ず期限を厳守してください。

提出が遅れると特別
徴収義務者（事業所等）
宛てに督促状が届いて
しまうことがあります。

※特別徴収義務者（事業所等）が変わること。
（社内転勤等での提出は不要）

※

２４



Ｑ．退職や休職等により給与天引きできなくなった残りの個人住民税
はどうしたらいいの？

Ａ．退職や休職等の事由が発生した日によって手続きが異なります。

・６月１日から１２月３１日までに退職等をした場合（P．２６）
給与天引きできなくなる残りの税額は、普通徴収に切り替えて本人から直接納付していただきます。

※本人が希望した場合、最後の給与から残りの税額をまとめて徴収することもできます。

・翌年１月１日から４月３０日までに退職等をした場合（P．２７）
給与天引きできなくなる残りの税額は、特別徴収義務者（事業所等）が最後の給与からまとめて徴収し、市町

村に納めていただくこと（一括徴収）が地方税法で定められています。

※最後の給与支払額より残りの税額が多い場合はこの限りではありません。

３．随時の手続き

異動届出書に関するQ＆A

２５



異動届出書の書き方（普通徴収に切り替える場合）

• 残りの税額は本人が支払う場合

２６

３．随時の手続き

※市町村により様式は異なります。

「普通徴収」の欄にチェックを入
れてください。

30･8･31

支払者が個人事業主の場合は、事業主本人のマ
イナンバー12桁を、法人の場合は法人番号13桁
を記入してください。

・退職
・転勤
・休職・長欠
・死亡
・会社解散
・住所誤報
・小額給与
・支払不定期
・事業専従者



異動届出書の書き方（一括徴収する場合）
• 残りの税額をまとめて徴収する場合

３．随時の手続き

※市町村により様式は異なります。
２７

一括徴収を選択した場合は、B欄も記
入してください。

支払者が個人事業主の場合は、事業主本人のマ
イナンバー12桁を、法人の場合は法人番号13桁
を記入してください。

30･9･20



３．随時の手続き

①旧事業所で上段
太枠を記入する

②新事業所で下段
太枠を記入する

③市町村へ提出

※市町村により様式は異なります。

異動届出書の書き方（転勤の場合）
※特別徴収義務者（事業所等）が変わること。
（社内転勤等での提出は不要）

※

２８

支払者が個人事業主の場合は、
事業主本人のマイナンバー12桁
を、法人の場合は法人番号13桁

を記入してください。ただし納税
義務者（給与所得者）の個人番
号につきましては、前勤務先での
記入はせずに、新勤務先で本人
から番号の提供を受け記入してく
ださい。

30･9･20



（２） 年の途中で就職した従業員等を特別徴収にする手続き

切替申請書 を提出してください。

３．随時の手続き

※市町村により様式は異なります。

給与天引きが開始できる月を
記入してください。

普通徴収での納付状況を記
入してください。
※各納期限を経過した普通
徴収税額については、特別
徴収に切り替えることができ
ません。

２９

支払者が個人事業主の場合は、事
業主本人のマイナンバー12桁を、法
人の場合は法人番号13桁を記入し
てください。

30



（３） 事業所名や所在地等を変更した場合の手続き

３．随時の手続き

※市町村により様式は異なります。
３０

長岡市大手通１丁目4番地10

株式会社 長岡アオーレ 長岡フェニックス株式会社

長岡市大手通１丁目4番地10 長岡市幸町２丁目１番地１

株式会社 長岡アオーレ

ナガオカアオーレ

２９

越 ヒカリ

7654321

総務課

0258-12-3456

１１ ４

✔

ナガオカシオオテドオリ ナガオカシサイワイチョウ

0258-39-2212 0258-35-1122

940 8501 940 0084

ナガオカフェニックス

940 8501

✔

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



４．その他

３１



Q＆A

Ｑ．今まで口座振替で納めていた従業員等は、

特別徴収に変更することで何か手続きが必要ですか？

Ａ．特に手続きをしていただく必要はありません。

特別徴収の対象となった税額については、口座からの

振替を行いません。

４．その他

３２



給与支払報告書はeLTAXでの提出が便利です。

３３

メリット
・利用手数料は無料です。
・提出時に郵送や市役所・町村役場へ行く必要がなくなります。
・他の自治体の手続きも、同時に行うことができます。
・複数の市町村へ一括で電子納税を行うことができます。

４．その他

詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/


